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平成25年１月11日 航空自衛隊達第１号

平成25年７月31日 航空自衛隊達第25号
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令和５年３月16日 航空自衛隊達第７号

航空自衛隊給与事務取扱規則を次のように定める。

航空自衛隊給与事務取扱規則

航空自衛隊給与事務取扱規則（昭和38年航空自衛隊達第72号）の全部を改正する。
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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この達は、航空自衛隊の給与の支給事務に関し、必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この達において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 給与 俸給、俸給の調整額、俸給の特別調整額、扶養手当、本府省業務調整手

当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任

手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当（以下「準特地

勤務手当」という。）、管理職員特別勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、



宿日直手当、航空手当、落下傘隊員手当、営外手当、期末手当、勤勉手当、自衛

官候補生手当、寒冷地手当、休職者給与、予備自衛官手当及び訓練招集手当をい

う。

(2) 部隊等 編制部隊並びに独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊並

びに機関及び地方機関並びに航空幕僚監部並びに自衛隊法（昭和29年法律第165

号）第22条第２項の規定に基づき防衛大臣が臨時に編成する部隊をいう。

(3) 会計隊等 基地及び分屯基地の基地業務を担当する部隊又は機関の会計隊、会

計課及び会計小隊又はこれらに準ずる組織の単位をいう。

(4) 勤務状況管理者 防衛省職員給与簿規則（昭和30年防衛庁訓令第12号。以下「給

与簿規則」という。）第５条に規定する勤務状況管理者及び人事院規則９－５（給

与簿）第３条に規定する勤務時間管理員の事務を行う者をいう。

(5) 担当地方協力本部 航空自衛隊の予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域

を担当区域とする自衛隊地方協力本部をいう。

(6) 訓練招集部隊等 訓練招集命令により、航空自衛隊の予備自衛官が出頭して訓

練を受ける航空自衛隊の部隊及び機関をいう。

(7) 訓練招集部隊等の資金前渡官吏 訓練招集部隊等の属する俸給支給機関を所掌

範囲とする資金前渡官吏（分任資金前渡官吏を含む。）をいう。

(8) 予備自衛官手当等 予備自衛官手当及び訓練招集手当をいう。

（俸給支給機関の指定等）

第３条 俸給支給機関の指定等に関する訓令（昭和30年防衛庁訓令第９号。以下「訓

令」という。）第１条第２項及び別表の規定に基づき航空幕僚長が指定する俸給支

給機関及び俸給支給機関に属する職員の区分は、別表第１のとおりとする。ただし、

航空自衛官から引き続き任用された一般空曹候補生課程に入校中の一般空曹候補生

（一般曹候補生である自衛官の任用等に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第４号）

第２条第１項に規定する一般空曹候補生をいう。以下同じ。）は、当該一般空曹候

補生が一般空曹候補生に任用された日の前日に所属する部隊等の職員とみなす。

（俸給支給機関の長の権限の一部委任）

第３条の２ 別表第１の２左欄に掲げる俸給支給機関の長が有する訓令に規定する権

限のうち、同表右欄に掲げる分屯基地業務担当部隊等が所在する分屯基地に所在す

る部隊等に所属する職員に係る訓令第２条第１項第２号から第５号までに掲げる権

限（同項第２号の食事代の控除及び国に対する払込並びに同項第５号の弁償金額及

び払込金額の控除及び国に対する払込を除く。）及び第５条から第７条までに規定

する権限は、当該分屯基地業務担当部隊等の長にそれぞれ委任するものとする。た

だし、訓令第２条第１項第２号に掲げる権限については、第１高射隊長、第２高射

隊長及び第３高射隊長には委任しないものとする。

（給与支払機関の指定）



第４条 給与薄規則第６条の規定に基づき航空幕僚長の定める組織の区分（給与支払

機関）は、俸給支給機関の長が定める組織の区分とする。

（給与主任官等の設置及び指名）

第５条 給与支払機関ごとに一の給与主任官及び副給与主任官（以下「給与主任官等」

という。）を置く。

２ 給与支払機関の長は、職員のうちから階級、人物等が給与主任官等として適当と

認められる者を指名して、俸給支給機関の長に通知するものとする。

（給与主任官等の任命）

第６条 給与主任官等の任命は、俸給支給機関の長が前条第２項の規定に基づき通知

された職員に給与主任官任命書を交付することにより行うものとする。

第２章 給与計算資料の通知等

（給与計算資料）

第７条 部隊等の人事担当者（給与簿規則第９条の規定に基づき人事の事務を担当す

る者をいう。以下同じ。）は、給与計算の資料として別表第２に定める事項を文書

により、その都度速やかに会計隊等の長に通知するものとする。

（広域異動手当支給調書）

第７条の２ 編制単位部隊等（編制単位部隊並びに機関の課（科）等及び航空幕僚監

部の課並びにこれらに準ずる組織の単位をいう。以下同じ。）の長は、職員に広域

異動手当の支給要件が生じた場合には、広域異動手当支給調書を作成し、会計隊等

の長に送付するものとする。

（特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給調書）

第８条 編制単位部隊等の長は、職員に特地勤務手当及び準特地勤務手当の支給要件

が生じた場合又は支給要件が終了した場合には、特地勤務手当及び特地勤務手当に

準ずる手当支給調書を作成し、会計隊等の長に送付するものとする。

（管理職員特別勤務実績簿等）

第８条の２ 指定職俸給表の適用を受ける職員又は俸給の特別調整額の支給を受けて

いる職員（以下「管理監督職員等」という。）は、管理職員特別勤務を行った場合、

その都度、勤務状況管理者に管理職員特別勤務実績簿を記録させるものとする。

２ 勤務状況管理者は、前項の規定に基づき記録された管理職員特別勤務実績簿に職

務上の上級者の確認を受けるものとする。ただし、当該管理監督職員等が部隊等の

長の場合は、確認を省略する。

３ 勤務状況管理者は、各給与期間（給与簿規則第４条に規定する給与期間をいう。

以下同じ。）終了後、管理職員特別勤務実績簿に基づき、職員ごとに管理職員特別

勤務手当整理簿に記載するものとする。

（超過勤務等命令薄）

第９条 勤務状況管理者は、超過勤務等（超過勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直



勤務をいう。以下同じ。）を命ぜられた職員の業務の内容、命令時間、支給割合ご

との超過勤務時間数及び６０時間を超える超過勤務時間数の引上げ割合別内訳並び

に超勤代休時間に勤務した時間数を、その都度超過勤務等命令簿に記録し、編制単

位部隊等の長の確認を受けるものとする。

２ 勤務状況管理者は、各給与期間終了後、超過勤務等命令簿の超勤代休時間として

指定可能な時間数を算出し、超勤代休時間の指定が可能な職員については、その旨

を当該職員に通知するものとする。

（航空管制業務勤務実績及び整理簿）

第９条の２ 勤務状況管理者は、職員が正規の勤務時間（自衛隊法第54条第２項の規

定に基づく防衛省令の規定による勤務時間をいう。）を割りふられ防衛省の職員の

給与等に関する法律施行令（昭和27年政令第368号）別表第５に定める航空管制手

当の支給の対象となる業務に従事した場合には、当該職員の業務の内容及び勤務時

間を確認し、その都度、航空管制業務勤務実績及び整理簿を記録するものとする。

２ 勤務状況管理者は、各給与期間終了後、航空管制業務勤務実績及び整理簿の記録

内容に基づき支給額等の記録整理を行い、編制単位部隊等の長の確認を受けるもの

とする。

（特殊勤務命令簿）

第10条 勤務状況管理者は、特殊勤務（防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別

表第５に定める手当の支給の対象となる勤務（前条に規定する業務に係る勤務を除

く。）をいう。）を命ぜられた職員の作業の内容及び勤務時間を、その都度特殊勤務

命令簿に記録し、編制単位部隊等の長の確認を受けるものとする。

（勤務状況通知書）

第11条 勤務状況管理者は、各給与期間終了後、出勤簿、管理職員特別勤務手当整理

簿、超過勤務等命令簿、航空管制業務勤務実績及び整理簿、特殊勤務命令簿及び給

与計算資料に基づき、給与簿規則第５条及び人事院規則９－５（給与簿）第３条に

掲げる事項について勤務状況通知書を作成し、編制単位部隊等の長の証明を得て、

給与支払機関の長を経由して翌月３日までに会計隊等の長に送付するものとする。

２ 勤務状況管理者は、期末手当及び勤勉手当の計算に必要な事項について出勤簿及

び給与計算資料に基づき、勤務状況通知書（期末・勤勉用）を作成し、編制単位部

隊等の長の証明を得て、給与支払機関の長を経由して期末手当及び勤勉手当の支給

定日の属する月の１日（６月に支給する場合にあつては、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び休養日を除き、当該支給定日の

６日前）までに会計隊等の長に送付するものとする。

３ 臨時払及び繰上支給又は職員の俸給支払機関を異にする異動がある場合には、そ

の都度第１項に準じて処理するものとする。

第12条 削除



第３章 給与の記録等

（職員別給与簿の作成）

第13条 会計隊等の長は、次により職員別給与簿を作成するものとする。

(1) 新たに職員になつた者については、給与計算資料による。

(2) 前号以外の職員については、前年度の職員別給与簿による。

(基準給与簿等の作成)

第14条 会計隊等の長は、基準給与簿及び給与支給明細書を給与支払機関別に各給与

期間ごとに作成するものとする。

２ 支給定日払に係る基準給与簿を作成した後において、繰上支給を行つた場合及び

支給定日の不在者に対して支払を行つた場合には、支給月日を訂正の上その旨を記

入するものとする。

（基準給与簿の保管）

第15条 会計隊等の長は、基準給与簿を保管するものとする。

第４章 給与の支払

（臨時払及び繰上支給の申請）

第16条 職員は、臨時払及び繰上支給を受けようとする場合には、給与臨時払等申請

書を作成し、給与支払機関の長に提出するものとする。

２ 前項の給与臨時払等申請書を受理した給与支払機関の長は、申請の理由を審査し、

適当と認めた場合には、俸給支給機関の長の承認を受け、勤務状況通知書とともに

会計隊等の長に送付するものとする。

（口座振り込みの申出書）

第16条の２ 職員は、職員の預金又は貯金への振り込みの方法により給与の支払いを

受けようとする場合には、給与の口座振込申出書（以下「申出書」という。）を作

成し、俸給支給機関の長に提出するものとする。

２ 前項の規定により申出書の提出を受けた俸給支給機関の長は、申出書を審査し、

適当と認めた場合には、当該申出書を会計隊等の長に送付するものとする。

３ 前２項の規定は、申出書の内容を変更する場合について準用する。

(給与主任官等による給与の支払)

第17条 職員に対する給与の支払は、資金前渡官吏が給与主任官等に給与資金を交付

して行わせるものとする。

２ 給与主任官は、次により業務を行うものとする。

(1) 資金前渡官吏から受領した資金授受書を基準給与簿と照合の上、これと引換え

に給与資金を受領し、給与支払機関の長の監督の下に職員に支払う。

(2) 支払不能となつた給与資金は、即日資金授受書を作成し、資金前渡官吏に返納

する。ただし、航空自衛隊会計事務取扱規則（昭和48年航空自衛隊達第２号）第

35条第１号に掲げる理由により資金前渡官吏に保管を依頼する場合には、保管金



授受書により行う。

(3) 給与資金の受領、返納及び給与の支払を行つた場合には、その都度資金授受書

及び保管金授受書に基づき現金出納簿に記帳する。

３ 副給与主任官は、給与主任官に事故がある場合に限り、前項の規定による給与主

任官の業務を行うものとする。

４ 給与支払機関の長は、基準給与簿に記載された職員の階級（級）、号俸、氏名、

人員及び計算が正確かつ適法であることを証明するものとする。

（支出官払による給与の支払）

第17条の２ 官署支出官は、前条第１項の規定にかかわらず、職員に対する給与を職

員の預金又は貯金への振込みの方法により支払う場合には、官署支出官が支払う（以

下「支出官払」という。）ものとする。ただし、支出官払で対応できない場合は、資

金前渡官吏が行うことができる。

（資金前渡官吏による給与の支払）

第18条 資金前渡官吏は、次の各号に掲げる場合には、第17条第１項の規定にかかわ

らず職員に対して給与を支払うことができる。

(1) 給与主任官等に事故がある場合

(2) 職員に対する臨時払及び繰上支給で、俸給支給機関の長が必要と認めた場合

(3) 職員が隔地において休職、入院又は入校等をしているため隔地送金をする場合

(4) 給与の現金払の場合

（給与主任官等の帳簿及び金庫の点検）

第19条 給与支払機関の長は、毎月１回給与主任官等の現金出納簿、資金授受書、保

管金授受書及び金庫の点検を行うものとする。ただし、給与資金の交付がない場合

は省略することができる。

（給与の使者払）

第20条 職員は、支給定日において自ら給与を受領することが不可能又は困難な場合

には、職員と生計を一にする親族等又は所属編制単位部隊等の職員の中から使者を

指定し、当該使者に給与を受領させることができる。この場合、職員は、給与使者

払申請書を作成し、給与支払機関の長の承認を受けるものとする。

（共済諸控除金の源泉控除）

第21条 資金前渡官吏は、共済組合支部長から給与支払機関別に作成した源泉控除依

頼書２部を俸給支給機関の長の定める日までに送付を受けた場合には、共済諸控除

金の源泉控除を行うものとする。

２ 資金前渡官吏は、前項の規定に基づき源泉控除を行った場合には、源泉控除依頼

書の１部を返送し、その旨を通知する。ただし、職員の転任等の理由により控除で

きないものについてはその旨を記入し、合計金額を訂正するものとする。

（財形貯蓄預入等控除金の源泉控除）



第22条 資金前渡官吏は、勤労者財産形成貯蓄（以下「財形貯蓄」という。）の業務

を担当する業務隊等（基地及び分屯基地の基地業務を担当する部隊又は機関の業務

隊、業務課及び厚生小隊又はこれらに準ずる組織の単位をいう。以下同じ。）の長

から、財形貯蓄預入等控除依頼書を毎月１日（６月に支給する期末手当及び勤勉手

当に係る控除依頼書は15日）までに送付を受けた場合には、財形貯蓄預入等控除額

明細書に基づき控除を行うものとする。

２ 資金前渡官吏は、前項の規定に基づき控除を行つた場合には、財形貯蓄預入等控

除済通知書を業務隊等の長に送付するものとする。ただし、職員の転任等の理由に

より控除できないものについては、財形貯蓄預入等控除額明細書を修正するととも

にその旨を記入するものとする。

（控除金の支払）

第23条 官署支出官又は資金前渡官吏は、給与からの控除金を、毎月末までに一括し

て支払又は払込みを行うものとする。ただし、共済諸控除金、共済組合短期掛金及

び財産形成貯蓄預入等控除金については原則として支給定日又はその翌日までに支

払又は払込みを行うものとする。

第５章 異動等の場合の処置

（給与の点検及び精算）

第24条 資金前渡官吏は、職員が月の途中で俸給支給機関を異にして異動する場合に

は、既支給額について点検し、異動に伴つて過不足を生ずる諸手当等の精算を行う

ものとする。

（給与通知書）

第25条 会計隊等の長は、職員が俸給支給機関を異にして異動する場合には、給与通

知書を作成し、次の各号に掲げる書類を添付して速やかに異動先の会計隊等の長に

送付するものとする。

(1) 職員別給与簿

(2) 扶養親族簿、扶養親族届及び証明書類

(3) 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

(4) 住居手当認定簿、住居届及び証明書類

(5) 単身赴任手当認定簿、単身赴任届及び証明書類

(6) 市町村民税及び道府県民税特別徴収税額の通知書

(7) 超過勤務等命令簿の写し（月の中途で異動する場合に限る。）

(8) 勤務状況通知書

(9) 初任給調整手当支給調書、広域異動手当支給調書

（10）特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給調書の写し（準特地勤務手当

が支給される官署に異動する場合に限る。）

（11）差押命令等に関連する書類



(12) その他必要な書類

２ 異動先の会計隊等の長は、前項の規定により給与通知書の送付を受けた場合には、

受領した職員にその内容及び添付書類を確認させ、当該給与通知書に氏名等を記載

させるとともに、異動元の会計隊等の長に、当該給与通知書を複写したものを送付

するものとする。

（給与支給依頼書）

第26条 会計隊等の長は、職員が訓令第８条第１項の規定に基づき給与の支給を依頼

する場合には、給与支給依頼書を作成し、依頼先の会計隊等の長に送付するものと

する。ただし、当該月分の給与については原隊において支給するものとする。

２ 会計隊等の長は、前項により給与の支給を依頼した後第７条並びに第11条第１項

及び第２項に規定する事項を通知又は送付する必要が生じた場合には、速やかに依

頼先の会計隊等の長に通知又は送付するものとする。

第６章 予備自衛官手当等

（予備自衛官手当等の支給）

第26条の２ 訓練招集に伴う予備自衛官に対する予備自衛官手当等を予備自衛官の預

金又は貯金への振込みの方法により支払う場合には、支出官払で行うものとする。

ただし、支出官払で対応できない場合は、資金前渡官吏が行うことができる。

（勤務状況の通知）

第26条の３ 訓練招集部隊等の資金前渡官吏が予備自衛官手当を支給する場合は、勤

務状況の通知として担当地方協力本部の資金前渡官吏から予備自衛官給与簿（勤務

状況欄に予備自衛官手当支給不要月数を記入したもの）の送付を受けるものとする。

２ 訓練招集部隊等の長は、訓練招集手当を支給する際の勤務状況の通知として、勤

務状況通知書を速やかに訓練招集部隊等の資金前渡官吏に送付するものとする。

（予備自衛官給与簿への記入）

第26条の４ 訓練招集部隊等の資金前渡官吏は、予備自衛官給与簿の勤務状況欄及び

勤務状況通知書の記載事項に基づき、予備自衛官給与簿の支給状況欄及び備考欄に

所要事項を記入するものとする。ただし、予備自衛官給与簿の送付を受けた予備自

衛官のうち、訓練招集に応じなかつた者については、当該予備自衛官給与簿の備考

欄に、その旨を記入するものとする。

（予備自衛官給与支給調書の作成）

第26条の５ 訓練招集部隊等の資金前渡官吏は、予備自衛官給与簿に基づき、担当地

方協力本部ごとに予備自衛官給与支給調書を３部作成するものとする。

（支給手続）

第26条の６ 予備自衛官手当等の支給は、予備自衛官給与簿及び予備自衛官給与支給

調書により行うものとする。

２ 訓練招集部隊等の資金前渡官吏は、予備自衛官手当等を現金で直接その者に支給



する場合にあっては、当該予備自衛官給与支給調書を当該隊員に確認させるものと

する。

（予備自衛官給与簿の送付等）

第26条の７ 訓練招集部隊等の資金前渡官吏は、前条により支払を終了した後、予備

自衛官給与簿に予備自衛官給与支給調書（写し）１部を添えて、担当地方協力本部

の資金前渡官吏に送付するものとする。

２ 予備自衛官給与支給調書は、正本として５年間保管するものとする。

第７章 雑則

（電子計算機による給与事務）

第27条 電子計算機による給与事務は、別に定めるところによるものとする。

（帳簿等の様式）

第28条 帳簿等の様式は、別に定めるところによる。

附 則

１ この達は、昭和49年12月１日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の航空自衛隊給与事務取扱規則（昭和38年航空自衛隊達

第72号）に基づき現に作成されている様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正を

して使用することができる。

附 則（昭和51年９月28日航空自衛隊達第23号）

この達は、昭和51年10月１日から施行する。

附 則（昭和52年２月15日航空自衛隊達第３号）

１ この達は、昭和52年４月１日から施行し、同日以後の給与の支払から適用する。

２ この達施行の際、現に作成されている改正前の規定による様式の用紙は、残存部

数に限り、給与の口座振込みの方法により給与を支払う職員に係るものについては

所要の修正をして、給与の口座振込みの方法により給与を支払わない職員に係るも

のについては、従前の例により使用することができる。

附 則（昭和53年２月27日航空自衛隊達第３号）

この達は、昭和53年２月27日から施行する。

附 則（昭和53年３月８日航空自衛隊達第６号抄）

１ この達は、昭和53年４月１日から施行する。

附 則（昭和53年３月13日航空自衛隊達第８号）

この達は、昭和53年３月31日から施行する。

附 則（昭和53年７月３日航空自衛隊達第19号）

この達は、昭和53年８月１日から施行する。

附 則（昭和56年２月７日航空自衛隊達第11号）

この達は、昭和56年２月10日から施行する。

附 則（昭和57年４月30日航空自衛隊達第15号抄）



１ この達は、昭和57年４月30日から施行する。

附 則（昭和59年１月19日航空自衛隊達第１号）

この達は、昭和59年１月26日から施行する。

附 則（昭和59年５月28日航空自衛隊達第16号）

この達は、昭和59年５月28日から施行する。

附 則（昭和61年２月10日航空自衛隊達第５号）

１ この達は、昭和61年２月10日から施行する。

２ この達による改正後の各達の規定は、昭和60年７月１日から適用する。

３ この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数

に限り所要の修正をして使用することができる。

附 則（昭和61年12月23日航空自衛隊達第33号）

この達は、昭和61年12月23日から施行する。

附 則（平成元年２月28日航空自衛隊達第４号抄）

１ この達は、平成元年２月28日から施行する。

附 則（平成元年３月16日航空自衛隊達第25号）

この達は、平成元年３月16日から施行する。

附 則（平成２年３月27日航空自衛隊達第16号）

この達は、平成２年４月１日から施行し、改正後の別表第１の規定は、平成２年３

月31日から適用する。

附 則（平成２年９月28日航空自衛隊達第30号）

この達は、平成２年10月１日から施行する。

附 則（平成３年12月27日航空自衛隊達第32号）

この達は、平成４年１月１日から施行する。

附 則（平成４年４月10日航空自衛隊達第18号）

この達は、平成４年４月10日から施行する。

附 則（平成５年３月９日航空自衛隊達第９号）

この達は、平成５年３月９日から施行する。ただし、第９条の次に１条を加える改

正規定は、平成５年１月１日から適用する。

附 則（平成６年３月３日航空自衛隊達第８号）

この達は、平成６年３月22日から施行する。

附 則（平成６年９月30日航空自衛隊達第37号）

この達は、平成６年10月１日から施行する。

附 則（平成７年３月27日航空自衛隊達第８号）

この達は、平成７年３月31日から施行する。

附 則（平成９年11月25日航空自衛隊達第26号抄）

１ この達は、平成９年12月１日から施行する。



附 則（平成11年３月31日航空自衛隊達第10号）

この達は、平成11年４月１日から施行する。

附 則（平成12年12月11日航空自衛隊達第53号）

この達は、平成13年１月６日から施行する。

附 則（平成18年３月30日航空自衛隊達第22号）

この達は、平成18年４月１日から施行する。

附 則（平成18年７月26日航空自衛隊達第35号）

１ この達は、平成18年７月31日から施行する。

２ この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数

に限り所要の修正の上使用することができる。

附 則（平成19年１月５日航空自衛隊達第１号抄）

１ この達は、平成19年１月９日から施行する。

附 則（平成19年３月19日航空自衛隊達第４号）

この達は、平成19年４月１日から施行する。

附 則（平成21年３月31日航空自衛隊達第12号）

この達は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（平成22年７月１日航空自衛隊達第23号）

この達は、平成22年７月１日から施行し、改正後の第２条（子ども手当に係る部分

に限る。）、第９条及び第２５条の規定は、同年４月１日から適用する。

附 則（平成23年３月31日航空自衛隊達第14号）

この達は、平成23年４月１日から施行する。

附 則（平成24年７月19日航空自衛隊達第44号）

この達は、平成24年８月１日から施行する。

附 則（平成25年１月11日航空自衛隊達第１号）

この達は、平成25年１月15日から施行する。

附 則（平成25年７月31日航空自衛隊達第52号）

この達は、平成25年８月１日から施行する。

附 則（平成25年９月30日航空自衛隊達第76号）

この達は、平成25年10月１日から施行する。

附 則（平成26年３月24日航空自衛隊達第10号）

この達は、平成26年３月26日から施行する。

附 則（平成28年１月29日航空自衛隊達第25号）

この達は、平成28年１月31日から施行する。

附 則（平成29年５月30日航空自衛隊達第23号）

この達は、平成29年６月１日から施行する。

附 則（平成31年３月26日航空自衛隊達第10号）



この達は、平成31年３月26日から施行する。

附 則（令和元年12月４日航空自衛隊達第21号）

この達は、令和２年１月１日から施行する。

附 則（令和２年６月29日航空自衛隊達第41号）

この達は、令和２年７月１日から施行する。

附 則（令和３年３月31日航空自衛隊達第37号）

この達は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和３年６月29日航空自衛隊達第55号）

この達は、令和３年７月１日から施行する。

附 則（令和５年３月16日航空自衛隊達第７号）

この達は、令和５年３月16日から施行する。



別表第１（第３条関係）

俸給支給機関及び所属する職員の区分

俸給支給機関 所属する職員

秋田救難隊 加茂及び秋田分屯基地に所在する部隊等に所属する
職員

新潟救難隊 佐渡及び新潟分屯基地に所在する部隊等に所属する
職員

作戦システム運用隊 横田基地に所在する部隊等に所属する職員

第２航空団
千歳基地並びに長沼、稚内、網走、根室、当別、奥尻
島、襟裳及び八雲分屯基地に所在する部隊等に所属
する職員

第３航空団
三沢基地並びに大湊、車力、東北町及び山田分屯基地
に所在する部隊等に所属する職員

第６航空団
小松基地及び輪島分屯基地に所在する部隊等に所属
する職員

第７航空団 百里基地に所在する部隊等に所属する職員

中部航空警戒管制団
入間基地並びに大滝根山、霞ヶ浦、習志野、峯岡山、
硫黄島及び武山分屯基地に所在する部隊等に所属す
る職員

第５航空団
新田原基地並びに高畑山及び下甑島分屯基地に所在
する部隊等に所属する職員

第８航空団 築城基地に所在する部隊等に所属する職員

西部航空警戒管制団
春日基地並びに土佐清水、高良台、背振山、海栗島
及び福江島分屯基地に所在する部隊等に所属する職
員

那覇基地並びに奄美大島、沖永良部島、恩納、久米
第９航空団 島、知念、与座岳及び宮古島分屯基地に所在する部

隊等に所属する職員

第１輸送航空隊
小牧基地並びに笠取山及び白山分屯基地に所在する
部隊等に所属する職員

第３輸送航空隊
美保基地及び高尾山分屯基地に所在する部隊等に所
属する職員

航空気象群 府中基地に所在する部隊等に所属する職員

第１航空団
浜松基地及び御前崎分屯基地に所在する部隊等に所
属する職員



第４航空団 松島基地に所在する部隊等に所属する職員

第１１飛行教育団 静浜基地に所在する部隊等に所属する職員

第１２飛行教育団 防府北基地に所在する部隊等に所属する職員

航空教育隊
防府南基地及び見島分屯基地に所在する部隊等に所
属する職員

幹部候補生学校
奈良基地並びに経ヶ岬及び串本分屯基地に所在する
部隊等に所属する職員

第３術科学校 芦屋基地に所在する部隊等に所属する職員

第４術科学校 熊谷基地に所在する部隊等に所属する職員

航空中央業務隊 市ヶ谷基地に所在する部隊等に所属する職員

幹部学校 目黒基地に所在する部隊等に所属する職員

第２補給処
岐阜基地並びに高蔵寺及び饗庭野分屯基地に所在す
る部隊等に所属する職員

第２補給処十条支処 十条基地に所在する部隊等に所属する職員

第４補給処木更津支処 木更津分屯基地に所在する部隊等に所属する職員



別表第１の２（第３条の２関係）

権限の一部を委任する俸給支給機関及び権限の一部の委任を受ける分屯基地業務担当
部隊等

俸給支給機関 分屯基地業務担当部隊等

秋田救難隊 第３３警戒隊

新潟救難隊 第４６警戒隊

第２航空団 第１８警戒隊 第２６警戒隊 第２８警戒隊 第２９警戒隊
第３６警戒隊 第４５警戒隊 第１１高射隊 第２０高射隊

第３航空団 第３７警戒隊 第４２警戒隊 第２１高射隊 第４補給処東北
支処

第６航空団 第２３警戒隊

中部航空警戒管制団 第２７警戒隊 第４４警戒隊 第１高射隊 第２高射隊 第３
高射隊

第５航空団 第９警戒隊 第１３警戒隊

西部航空警戒管制団 第１５警戒隊 第１９警戒隊 第４３警戒隊 第８高射隊

第９航空団 第５３警戒隊 第５４警戒隊 第５５警戒隊 第５６警戒隊
第１８高射隊 第１９高射隊

第１輸送航空隊 第１警戒隊 第１４高射隊

第３輸送航空隊 第７警戒隊

第１航空団 第２２警戒隊

航空教育隊 第１７警戒隊

幹部候補生学校 第５警戒隊 第３５警戒隊

第２補給処 第１２高射隊 第４補給処高蔵寺支処



別表第２（第７条関係）

給 与 計 算 資 料

番号 区 分 通 知 事 項

１ 任免事項
発令事項、入隊前の住所及び職業の有無、
退職後の帰住先

２
補職、配置指定、入校、教育入

発令事項、原隊復帰の旨及びその年月日隊、部隊研修等に関する事項

３ 臨時勤務に関する事項 発令事項、原隊復帰の旨及びその年月日

４ 入院等に関する事項 入（転）院先及び入（退・転）院年月日

５ 休職及び帰郷療養に関する事項
発令事項、休職中及び帰郷先の住所、帰
郷（隊）年月日

６ 昇任及び昇給に関する事項 発令事項

７ 懲戒処分に関する事項 懲戒処分事項

８ 氏名及び住所の変更 新氏名及び新住所

９
扶養手当、住居手当、通勤手当 扶養親族の認定、異動、住居、通勤及び
及び単身赴任手当に関する事項 単身赴任の認定変更及びその始期、終期

10 営外居住に関する事項 発令事項

航空手当に関する事項
技能証明の付与及びその取消し又は効力

11
停止及びその年月日、年間飛行の実施を
命じられている旨又はその取消し及び年
月日等、機種、乗員区分

12
その他給与計算及び支払につい
て必要な事項


